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次期北広島市教育振興基本計画（2021～2030）策定方針について 

 

１ 計画策定の趣旨 

 本市では、昭和44年度に「広島町教育基本構想」及び「広島町教育基本計

画」（昭和45年度～55年度）を策定して以降、本市における教育の振興を図る

ための施策に関する基本的な計画を定め、計画的な教育施策を展開してきまし

た。 

我が国の社会情勢は、人口減少や高齢化の進展、人工知能をはじめとした急

速な技術革新、子どもの貧困などの社会的・経済的な課題、家庭や地域コミュ

ニティの変化、人生100年時代の到来など、これまでの価値観や社会等のあり

方が大きく変化しています。 

我が国においては、教育には、このような変化の激しい社会の未来を切り拓

き、その担い手となる「自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と

協働しながら新たな価値を創造する人材」の育成が求められています１）。 

次期教育振興基本計画（2021-2030）は、これまでの基本理念や基本姿勢を

踏まえるとともに、2030年以降の社会を見据え、未来を担う人づくりのための

新たな北広島市の教育に関する基本的な計画を定めるとともに、教育施策を計

画的かつ着実に推進するために策定するものです。また、本計画に基づく教育

の振興を通じて次期総合計画における本市のまちづくりの実現に資するもので

す。 

 

２ 計画の位置付けと構成 

次期教育振興基本計画は、教育基本法第 17条第２項に定める「地方公共団体

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画」に位置付けるととも

に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に定める「地方公共団

体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」に代えることとし

ます。 

なお、次期教育振興基本計画の位置付けを明確にするため、従前の「教育基本

計画」から「教育振興基本計画」に名称を改めます。 

次期教育振興基本計画は、現行計画と同様、次期総合計画における教育分野を

構成するとともに、教育行政における最上位の個別計画に位置付けます。 

次期教育振興基本計画の構成は、現行計画と同様、また次期総合計画と整合性

を図り、基本構想、基本計画及び推進計画で構成します（以下、それぞれ「教育

基本構想」、「教育基本計画」、「教育推進計画」という。）。 

 

＜教育基本構想＞ 

・未来を担う人間像やその育成のための教育の振興に関する基本目標と目標実

現のための政策を示します。 
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・次期総合計画の教育分野における基本構想部分として、議会の議決を経て策定

します。 

・目標年次を 2030年度とし、計画期間を 10年とします。 

＜教育基本計画＞ 

・教育基本構想に基づき、その実現に向けた政策・施策を体系的に示します。 

・計画期間は、前期 5年（2021～2025）と後期 5年（2026～2030）とし、教育を

取り巻く情勢や社会経済環境の変化などに対し、柔軟に見直しできる計画と

します。 

＜教育推進計画＞ 

・教育基本構想及び教育基本計画に基づき、基本目標達成に向けた具体的な事 

業を示します。推進計画に位置付ける施策・事業、見直し方針等は別途検討し 

ます。 

 

３ 計画の基本的な考え方 

（１）教育基本法の理念の実現を目指す計画とします。 

（２）第３期教育振興基本計画（平成 30年夏頃閣議決定(予定)。計画期間：2018

～2022年度）及び北海道教育推進計画（平成 30年 3月。計画期間：2018～

2022年度）等を参考に、本市の特色あふれる計画とします。 

（３）次期総合計画との整合性を図り、本市が目指すまちの将来像の実現に資す

る計画とします。 

（４）教育委員会の各種計画・方針との整合性を図ります。 

（５）計画実施の成果をわかりやすく検証し、進行管理ができるよう、客観的な

数値目標や参考指標２）を用いた計画とします。数値目標や参考指標は、国

や北海道の計画における数値目標等を参考に、アウトカム（成果）を基本と

します。 

（６）次期教育振興基本計画は、総合教育会議において市長と教育委員会が十分

な意思疎通を図り、本市の教育やまちづくりの方向性、市の目指すべき将来

像を共有し、その実現に向けた協議・調整の上、教育委員会会議において決

定するものとします。 

なお、教育基本構想を含む次期総合計画については、北広島市議会の議決

すべき事件に関する条例（平成 30年条例第 2号）第 2条の規定に基づき議

決し策定します。 

 

４ 計画策定の考え方及び手法 

次期教育振興基本計画は、次期総合計画の教育分野を構成することから、全

庁的な取組と一体となり策定を進めるとともに、個別計画の位置付けである

ことから、次期総合計画の策定手法に準じた取組を行います。 
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５ 計画策定スケジュール 

年度 月 
教育 
委員会 

教育基本 
計画策定 
懇談会等 

庁内 
調査・ 
市民参加 

審議会 議会 
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 6  

 

     

 7       

 8       

 9       

 10       

 11       

 12       

 1       

 2       

 3       

2019  4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

 11       

 12       

 1       

 2       

 3       

2020 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

 11       

 12       

 1       

 2       

 3       

１）中央教育審議会「第 3期教育振興基本計画について（答申）」（平成 30年 3月 8日中教審第 206号）（以下「答申」とい
う。）において、2030 年以降の社会を展望した教育の役割として、「個人においては、『自立した人間として、主体的に判
断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材を育成していくこと』が重要である」とされている。 

２）答申においては、「今後５年間の教育政策の目標」の状態を直接的・間接的に表す指標のうち、改善の方向を明記するこ
とが必要かつ適切であるものを測定指標とし、一方で、大きな数値変動の有無を確認すれば足りるものや、今後水準を把
握していくものを参考指標としている。 

 【測定指標の例】子供の体力の水準  【参考指標の例】児童生徒の情報活用能力   
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＜参考；関係法令等＞ 

■教育基本法（平成十八年法律第百二十号） 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項

について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければな

らない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければ

ならない。 

 

■地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号） 

（大綱の策定等） 

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針

を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

（総合教育会議） 

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項につい

ての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総

合教育会議を設けるものとする。 

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の

振興を図るため重点的に講ずべき施策 

 

■平成 26 年 7 月 17 日付 26 文科初第 490 号文部科学省初等中等教育局長通知「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について」（抜粋） 

第三 大綱の策定について 

2留意事項 

地方公共団体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、大学

及び私立学校を直接所管し、教育委員会の所管事項に関する予算の編成・執行や条例提

案など重要な権限を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興など

の一般行政との密接な連携が必要となっている。これらを踏まえ、今回の改正において

は、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、地域住民の意向のより一

層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な推

進を図ることとしている。 

(1）大綱の定義 

1）大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策につい

て、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策

定することを求めているものではないこと。 

2）大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な

方針を参酌して定めることとされている。「参酌」とは参考にするという意味であ

り、教育の課題が地域によって様々であることを踏まえ、地方公共団体の長は、地

域の実情に応じて大綱を策定するものであること。 

（3）地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

① 地方公共団体において、教育基本法第 17 条第２項に規定する教育振興基本計画

その他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分

が大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体

の長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱

に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。 


